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改定にあたり 

 本市では、「公の施設に関する使用料の見直し方針及び改定基準（以下「方針」とい

う。）」を平成１９年１０月に策定し、施設利用という特定したサービスの利益を受け

る方には、税負担とは別に、受益に見合う応分の負担を求めるなどの基本的な考え方

と改定の基準を示し、使用料の定期的な見直しを行ってきました。 

 現行の方針は、策定時に令和２年度までを対象としていたこと、策定から１３年以

上が経過し、経済情勢や本市を取り巻く環境は大きく変化していることから、全面的

に改定することとしたものです。 

 

１ 趣旨 

（１） 使用料の地方自治法上の位置づけ 

 普通地方公共団体は、行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収する

ことができるとされています。使用料は公の施設を利用することの対価という性質を

帯びています。 

地方自治法 

（使用料） 

第２２５条 普通地方公共団体は、第２３８条の４第７項の規定による許

可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収

することができる。 

（行政財産の管理及び処分） 

第２３８条の４ 

７ 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許

可することができる。 

 

（２） これまでの見直しの取り組み・現状の課題 

 平成１９年１０月に方針を策定し、これまで平成１９年度、平成２３年度、平成２

７年度及び令和元年度において方針に基づき見直しを実施しました。 

 

 （参考）過去の見直しの実施状況 

見直し実施年度 見直し結果 新料金反映 

平成１９年度 見直し実施（新料金設定） 平成２０年度 

平成２２年度 見直し実施（見直し延長） － 

平成２３年度 見直し実施（新料金設定見送り） － 

平成２７年度 見直し実施（新料金設定見送り） － 

令和元年度 見直し実施（新料金設定見送り） － 

 

直近の令和元年度に行った第５回目の見直しは、方針に定めるコスト算入の考え方

を踏まえ、施設ごとに平成２８年度から平成３０年度までの３年間の決算（総費用）
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を積算したうえで、改定基準に基づき新たな使用料を算出し検討を進めましたが、稼

働率の動向や使用料の実績を考慮し、新料金の設定を見送りました。 

特に稼働率については、方針において目標値を全ての施設で５０％としているもの

の、令和元年度に目標を達成した施設は、全１０９施設・室のうち７施設・室で、目

標値を大きく下回っていることから、利用を促進させなければならない状況です。 

また、使用料を取り巻く環境においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響、

施設整備や大規模改造費用の償却、消費税（内税）の転嫁などの課題があります。 

そのため、使用料は、基本方針を定め、統一的な算定方法により見直しを行い、公

平性や透明性を確保していく必要があります。 

 

２ 基本方針 

 使用料の見直しや設定について、以下の４つの基本方針を定めることとします。 

１ 受益者負担の原則及び適正化 

２ 算定方法の明確化 

３ 定期的な見直しの実施 

４ サービスの充実、利用者拡大施策、施設管理・運営コストの縮減の実施 

 

（１） 受益者負担の原則及び適正化 

 特定の利用者に限ってサービスの提供を受けるような場合には、「利用者」と「利用

しない人」との負担の公平の観点から、利用者に費用負担を求めることとします。 

また、使用料は、できるだけ安価であることが望まれますが、行政サービスの水準

を確保するためには、利用者に応分の負担が求められることから、受益者負担の原則

及びその適正化を図ります。 

  

（２） 算定方法の明確化 

 公共と民間との役割分担や民間等における類似サービスの状況、市の施策との整合

性を踏まえ、適正な水準を設定します。 

 また、応分の負担を求める受益者や市民の方にわかりやすく説明できるよう算出方

法を明確にし、透明性を確保します。 

 

（３） 定期的な見直しの実施 

使用料の見直しは、利用者の混乱や事務の煩雑化を避けるため原則として３年ごと

に定期的な見直しを行うこととします。 

 施設の利用状況やコスト計算（維持管理費）は、毎年度の決算額が確定次第速やか

に調査・算定することとし、常にその検証、同種施設との比較などを行うこととしま

す。 

また、施設の利用状況及びコスト計算の検証・比較の結果や、経済情勢・財政状況

などの変化により、使用料を見直す必要があるときは、随時個別に見直すこととしま

す。 
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なお、過去の見直しでは、主に稼働率５０％を達成した施設が少ないことから、新

料金の設定を見送ってきましたが、対象となる施設の３分の１程度が稼働率５０％を

達成した場合には、料金の改定について検討を行うこととします。 

また、使用料の見直しは、経常的な収入の確保という目的もあることから、「財政健

全化計画」に定める目標の過半数が達成できている場合にも料金の改定について検討

を行うこととします。 

 

＜見直しサイクルのイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜使用料の改定の手順＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3～R4年度   R5年度（見直し）      R6年度 

 

 

 

※次回 R8年度見直し  

 

施設の利用状況・コスト計算（毎年）、近隣各市の施設料金調査（見直しの年のみ） 

議 

決 

算 

定 

新料金 
利用状況・コスト調

査（毎年実施） 利用状況・ 

コスト調査 

新料金（案）の策定 

議会の議決（関係条例及び規則等の改正） 

使用料改定作業の実施（見直しの年、または施設の利用状況や本市の財政状況等によ

り見直しが必要と判断した場合） 

新料金の決定 

調整項目の検討（年齢別料金、市外料金、土日・祝日料金、時間帯別料金、激変緩和

措置、類似施設の料金など調整） 

新料金

適用の

判断 

定 

新料金（案）の適用について判断 

      【適用する】               【適用しない】 

（適用する） 

（適用しない） 

次の見直し時期まで現行の料金を適用 
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（４） サービスの充実、利用者拡大施策、施設管理・運営コストの縮減の実施 

 ア サービスの充実、利用者拡大施策の実施 

  施設の稼働率向上を図るとともに、以下の検討を行うものとします。 

   

１ 資産老朽化比率を考慮し、大規模改修に備え、公共施設整備基金への積み

立てを検討 

２ 使用料を施設修繕や設備充実に充当 

３ 定期券、割引券などの設定を検討 

４ 営利目的利用制限緩和の検討 

  ※資産老朽化比率とは、有形固定資産のうち償却資産について、耐用年数に対して資産の取得からどの程度経過している

のかを示す指標です。 

  

イ 施設管理・運営コストの縮減 

  施設の維持管理等に要する費用が料金原価となることから、より高品質なサービ

スを低廉に提供するため、継続的に事業の見直しを行い、効率的な事業運営による

コスト縮減を図ります。 

 

 

３ 使用料の算定 

（１） 対象施設 

 公の施設の利用を受けるサービスを対象とし、下表の場合は別途定められた基準等

により使用料を設定することとし、見直しの対象外とします。 

項目 対象外の理由 

道路占用料、河川占用料、公園占用料 

法令や通達による算定方法に準ずる

ものであって、独自の算定方法があ

るため。 

下水道使用料 
独立採算制による事業を支えてお

り、独自の算定方法があるため。 

行政財産使用料 独自の算定方法があるため。 

市営住宅使用料・駐車場使用料 
市営住宅使用料に合わせた積算方法

とするため。 

 

（２） 算定方法 

 ア 算出方法 

使用料の算出方法は、「利用する市民」と「利用していない市民」が相互に理解

するとともに、わかりやすいルールで運用していく必要があります。 

このことから、算出方法を次のとおり示すとともに、積極的に公表していくも

のとします。 
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   ① 部屋貸しの場合 

１ １時間当たりの１㎡単価＝ ア ÷ イ ÷（ウ × エ）× オ 

   ア 総コスト（下記「イ 総コスト」参照）を算出 

イ 延べ床面積 

ウ 年間利用可能時間（開館日数×１日の開館時間） 

エ 稼働率  

オ 受益者負担割合  

２ 使用料＝１時間当たりの１㎡単価 × 各部屋の延べ床面積 

 

   ② 個人利用施設の場合（例：市民体育館トレーニングルームなど） 

  使用料＝ ア ÷ イ × ウ 

   ア 総コスト（施設整備コスト及び維持管理コスト）を算出 

   イ ３年間の利用人数実績の１年間平均を算出 

   ウ 受益者負担割合 

 

イ 総コスト 

総コストは、「人にかかるコスト」及び「物にかかるコスト」を算入します。な

お、具体的な内容は、資料編に定めるものとします。 

  ① 人にかかるコスト 

人件費 

  ② 物にかかるコスト 

物件費、維持管理費、補助費等、減価償却費 

   

 ウ 稼働率 

  当該割合が施設としての必要性を示すものであるため、目標数値として一律 

５０％とします。 

 

 

４ 受益者負担割合の決定 

（１） 施設の性質別分類による受益者負担割合 

 民間による提供が難しいもの（道路、公園など）から、特定の人が利用し、民間

でも提供できるもの（運動場、駐車場など）まで様々です。 

 このような公共施設の性質の違いを考慮した上で、施設を以下の図のとおり分類

し、施設ごとにサービスを利用する人（受益者）が負担する割合（受益者負担割

合）を定め、公平で適正な使用料を設定します。 
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＜施設の性質別分類による受益者負担割合＞ 

民
間
的 

 
 
 
 
 
 
 

公
共
的 

＜Ａ分類＞ 

５０％ 
一部公費負担 

市民生活に不可欠なサービスで

民間と競合性があるもの 

※該当施設なし 

＜Ｃ分類＞ 

100％ 
全額受益者負担 

特定の市民を対象とするサービ

スで民間と競合性があるもの 

（例：テニスコート、トレーニングルーム） 

＜Ｂ分類＞ 

０％ 
全額公費負担 

市民生活に不可欠なサービスで行

政が提供する必要があるもの 

（例：図書館） 

＜Ｄ分類＞ 

５０％ 
一部公費負担 

特定の市民を対象とするサービス

で行政が提供する必要があるもの 

（例：公民館、コミュニティセンター） 

 
必需的               選択的 

 

＜留意点＞ 

① 受益者負担割合は、概ね図のとおりとしますが、利用者の範囲、民間との競合

性、地域性などを総合的に判断したうえで変更することを可能とします。 

② 同一施設において、提供するサービスの性質が異なる部屋が混在する場合など

は、部屋ごとに受益者負担割合を設定することを可能とします。 

 

（２） 施設ごとの負担割合表（例） 

№ 施設名等 分類 受益者負担割合 

１ コミュニティセンター（目的利用） Ｄ ５０％ 

２ コミュニティセンター（目的外利用） Ｃ １００％ 

３ 公民館（目的利用） Ｄ ５０％ 

４ 公民館（目的外利用） Ｃ １００％ 

５ 体育施設（目的利用） Ｄ ５０％ 

６ 体育施設（目的外利用） Ｃ １００％ 

 見直しの対象となる施設の受益者負担割合を資料編に掲載しています。 

 

５ 地方公会計の活用（資産老朽化比率の推移） 

 資産老朽化比率が上昇している施設は、将来的に大規模改修などが控えている可

能性があります。今後、施設を維持するための財源を確保する必要が生じるため、

稼働状況を調査する際に各施設の老朽化比率（数値が高いほど老朽化が進んでいま

す。）を算定し、使用料見直しの際の参考とします。 
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  平成２９年度 平成３０年度 

資産老朽化比率 ６０．３％ ６１．５％ 

 ※平成３０年度鎌ケ谷市財務書類（統一的な基準）より 

 

 

６ 利用者区分等による料金設定 

（１）年齢等による利用者区分 

算定した使用料は、以下の利用者区分等により、料金に差を設けることができる

ものとします。 

 なお、設定するかどうかは、利用状況等に応じて施設ごとに決定することとしま

す。 

利用者区分ごとの一般料金に対する割合（例） 

一般 １００％ 

幼児 ２５％ 

小・中学生 ５０％ 

高校生 ７５％ 

高齢者（６５歳以上） ７５％ 

市外・目的外利用 １５０％ 

 

（２）土日・祝日及び時間帯による料金設定 

 施設の利用状況から、土日・祝日や一定の時間帯に利用が集中する場合は、利用の

均等化を図るため、必要に応じて土日・祝日料金や時間帯別の料金を設定できるもの

とします。 

なお、設定するかどうか、またその設定金額については、施設ごとに決定するもの

とします。 

 

７ 減額・免除の考え方 

 使用料は、利用者に一定の負担を求めるものであるため、基本的にはすべての利用

者に対して等しく扱うことが原則ですが、「障害者基本法」の規定を踏まえた障がい

者（障がい者団体を含む）に対する減免など、必要に応じて、その減免について定め

ることとし、その取扱いは、施設ごとに決定することとします。 

 

８ その他 

（１）指定管理者制度を導入している施設 

 指定管理者制度を導入している施設についても、この基本方針に基づき、使用料の

見直しを行うものとします。ただし、指定管理期間中における料金改定は、事業計画

に影響を及ぼす可能性があるため、指定管理者の更新の際に反映できるよう見直しを

行うこととします。 
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（２）消費税の適正転嫁 

行政（市）が市民に提供するサービスには、民間事業者と同様に経費が伴い、その

経費には当然ながら消費税が含まれていること、また、受益者負担の原則からも、消

費税の課税対象となる経費には、相応の消費税分を適正に転嫁するものとします。 
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使用料の改定基準 

 

（１） 改定額の単位 

 使用料の単位は、収受事務の効率化を図るものとしますが、５０円単位とします。 

 

（２） 改定対象 

 理論上の適正価格と現行の料金を比較し、概ね２０％以上の乖離が生じているもの

を改定の対象とします。 

 

（３） 激変緩和措置 

 使用料を算定した結果、現行の使用料を大幅に上回ることとなる場合、利用者の負

担が急激に増加し、結果として施設の利用率の低下を招く恐れがあることや、現行の

使用料を大幅に下回ることとなる場合、近隣自治体や民間施設との不均衡が生じ、利

用者の混乱を招く恐れがあります。 

 このため、激変緩和措置として、以下により改定額を決定するものとします。 

  ① 改定額が現行料金を上回る場合、概ね２倍を上限とすること。 

  ② 改定額が現行料金を下回る場合、概ね０．５倍を下限とすること。 

  ③ 改定額と現行料金との差額は、概ね１，０００円を超えないこと。 

 

（４） 市外割増・営利割増の設定 

 市外の方が公共施設を利用した場合や営利・宣伝目的のため施設を利用した場合の

使用料について、割り増すことができることとします。 

 これらの割り増しについては、現在の利用状況や稼働率などを考慮したうえで慎重

に検討することとします。 

 

（５） 類似施設の料金との調整 

 民間施設（サービス）及び近隣市の料金と格差が生じる場合は、料金設定の調整を

行うものとします。 

なお、見直しを実施する際の参考とする近隣市は次のとおりとします。 

 

①市川市 ②船橋市 ③松戸市 ④野田市 ⑤習志野市 ⑥柏市 ⑦流山市 ⑧八千代市

⑨我孫子市 ⑩白井市 

 

（６） 学習センター等の改定額の算出方法 

 学習センター等、コミュニティセンター及びコミュニティルームは、職員の有無な

どによって、総コストが異なるため、施設区分ごとに単価平均を算出します。 

また、各学習センター調理室、生涯学習推進センター研修室（パソコン）及び東部

学習センター音楽室など、特別な用途に用いられる施設については、別途算出します。 

 なお、具体的な算出方法は、改定額の算出において決定します。  
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（資料編） 

 

 

 

１ 総コストに関する考え方 

 コスト計算の算入項目は、「人にかかるコスト」及び「物にかかるコスト」とし、見

直しを検討する年度を基準として、過去３年間の平均額とします。 

 

（１） 人にかかるコスト 

人件費 

 人件費は、毎年４月１日現在で算出した「地方公務員給与実態調査」の一人あ

たりの支給額で算出する方法により算出します。 

  ① 給料 

   全職員の一人あたりの支給月額を基礎数値とし、次のとおり算出します。 

再任用職員や会計年度任用職員が配置されている場合は、それぞれの一人あ

たりの支給月額を基礎数値とします。 

  

算出方法 

  一人あたりの支給月額 × ４月１日現在の配置人数×１２ヶ月 

 

給料（月額） 

 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

項目 再任用職員以

外 

再任用職員 再任用職員

以外 

再任用職員 再任用職員

以外 

再任用職員 

金額 306,900円 254,400円 303,800円 254,800円 301,500円 275,900円 

 

  ② 職員手当 

   職員手当については、基礎的な手当である次の職員手当の一人あたりの支給

月額または支給年額を基礎数値とし、算出方法は給料と同様とします。 

   再任用職員や会計年度任用職員の取り扱いについても同様とします。 

 

（ア） 地域手当（月額） 

 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

項目 再任用職員以

外 

再任用職員 再任用職員

以外 

再任用職員 再任用職員

以外 

再任用職員 

金額 24,600円 19,100円 24,400円 19,100円 24,200円 20,700円 
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（イ） 期末手当（年額） 

 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

項目 再任用職員以

外 

再任用職員 再任用職員

以外 

再任用職員 再任用職員

以外 

再任用職員 

金額 959,600円 424,300円 951,500円 425,000円 938,900円 425,600円 

 

（ウ） 勤勉手当（年額） 

 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

項目 再任用職員以

外 

再任用職員 再任用職員

以外 

再任用職員 再任用職員

以外 

再任用職員 

金額 620,300円 234,100円 654,100円 251,400円 663,300円 266,100円 

 

③ 共済費 

   共済費は、個別に算出していないため、次のとおり給料に対する平均割合で

算出します。 

   再任用職員や会計年度任用職員の取り扱いについても同様とします。 

 

 ④ その他 

   指定管理料、人材派遣委託などは、人件費ではなく、物件費とします。 

 

（２） 物にかかるコスト 

 物件費 

物件費は、維持補修費（修繕料）、補助費等（報償費や補助金）や普通建設事業

費（改修に伴う設計委託料や工事請負費）を除いた支出科目とします。 

 

 維持管理費 

  維持管理費は、原則として施設の維持補修に係る修繕料とします。 

 

 補助費等 

  補助費等は、報償費や補助金など各種負担金とします。 

    

 普通建設事業費（減価償却費） 

  施設整備費及び大規模改修費は、次のとおり算入します。 

 

 ① 対象経費 

  原則として、施設を整備及び改修するためのすべての経費を含めることとし、用

地購入費に関しては、算入しないこととする。 

  また、対象経費から特定財源の国庫支出金、県支出金等を控除するものとする。 
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 ② 算入期間 

  普通建設事業費の算入方法は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表

第１（昭和４０年３月３１日大蔵省令第１５号）」を根拠として、次の区分を参考に

耐用年数を定め、減価償却費を定額法の例により算入することとする。 

 

 

区分 耐用年数 

公民館（鉄筋コンクリート） ５０年 

野球場、陸上競技場、その他のスポーツ場の土木施設 ３０年 

電気設備（照明設備を含む。） １５年 

冷暖房設備 １５年 

給排水設備 １５年 

衛生設備 １５年 

 

 ③ 算出方法 

事例 

令和元年４月１日 総事業費１５億円で公民館を建設した。 

財源内訳：国庫支出金３億円、県支出金１億円、市債８億円、一般財源３億円 

１年間あたりの減価償却費は、次のとおり算出する。 

 

１１億円（市債８億円＋一般財源３億円）÷５０年間＝０．２２億円 

⇒減価償却費の２２，０００千円は、令和元年度～令和５０年度までのコスト

に算入することとなる。 

 

 

（３） 算出基礎データ 

  稼働率 

稼働率（稼働時間割合）は、当該割合が低いと使用料の徴収額も少なくなり

ます。さらに、当該割合が施設としての必要性を示すものであるため、目標数

値として一律５０％とします。 

 

  受益者負担割合 

   施設を「利用する人」と「利用しない人」との負担の公平の観点から、施設ご

とにサービスを利用する人（受益者）が負担する割合（受益者負担割合）を以下

のとおり設定します。 
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№ 施設名等 分類 受益者負担割合 

１ コミュニティセンター（目的利用） Ｄ ５０％ 

２ コミュニティセンター（目的外利用） Ｃ １００％ 

３ 公民館・生涯学習推進センター（目的利用） Ｄ ５０％ 

４ 公民館・生涯学習推進センター（目的外利用） Ｃ １００％ 

５ 体育施設（目的利用） Ｄ ５０％ 

６ 体育施設（目的外利用） Ｃ １００％ 

７ 電動用電気自動車（市制記念公園） Ｃ １００％ 

８ 社会福祉センター Ｄ ５０％ 

９ 市民会館 Ｄ ５０％ 

１０ コミュニティルーム Ｄ ５０％ 

１１ 中央地区学習等供用施設 Ｄ ５０％ 

１２ 郷土資料館 Ｄ ５０％ 

１３ 図書館 Ｂ ０％ 

１４ 軽井沢地区集会所 Ｂ ０％ 

 


